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労働評価の変容と労使関係

嘉悦大学 戎野淑子

はじめに

 昨今，企業における 「評価制度」 は様々な改革

がなされ，大きな変化が見られる。 これは，従来

までの制度の延長線における修正ではなく，企業

の労働者に対する 「評価のあり方」が質的に変容

しっっあるということである。

 企業を取り巻 く経済 ・社会の環：境が著 しく変わ

り，また労働者 自身の就業意識 にも変化が現れて

おり，企業はこれら新 しい諸条件 に対応 した経営

の確立の必要性に迫られている。特に，今 日の日

本企業は，長期に渡り経済が低迷する中で， 自ら

の再建およびその存続発展が焦眉の課題 となって

いる。そのため，企業は，労働者の能力を最大限

有効に活用することが必要不可欠な条件であると

して，次々と労働評価に関わる制度の見直しを実

施 し，企業経営の強化，建て直 しを図ろうとして

いる。

 しか しなが ら，現時点においては，多 くの企業

は未だ新 しいシステムの確立を模索 している状況

にあり，新システムを導入 した企業においても，

そのことによる新たな問題が発生 しているところ

が少なくない。

 一般に，企業が労働者 に対 して 「評価」を行な

う目的として，「本人の教育」や 「賃金および昇進

などの決定」が挙げられる(1)。国民の慣習や価値

観 および企業の経営方針等により，多少の考え

方や比重のかけ方は異なるものの，概ね，労働者

の教育，および処遇決定を目的とするところが多

い○

 ところで，このような目的を持つ 「評価」 は，

企業および労働者 にとってどのような意味を持っ

ものなのであろうか。企業が労働者に対 して実施

するということは，そこにおいて，企業側が労働

者 に求めている業務や知識 更には能力 ・技術等

の内容を示 していることであり，企業が労働者の

「働 き方」の基準を提示 しているということであ

る。他方，労働者 は，その評価基準に対応 して，

自らの 「働 き方」を判断 し，必要 とされている仕

事内容を理解 して働 き， さらに要求 されている技

術 ・能力の開発や向上に努あることになる。すな

わち，「評価」とは，様々な側面か ら労働者の 「働

き方」を大 きく決定付けるものであり，「労働のあ

り方」の基準を示 しているものであると言 えよ

う。そして，それは，企業および労働者との関係，

つまり 「労使関係」の内容を規定する重要な要因

の一っということである。

 現在，そのような意味内容を持っ 「評価」が変

化 しつっあるということは，労働者の教育，賃金，

昇進などの基準が変化 しているということであ

り， まさに企業が労働者に求めている能力 ・技術

等の変化でもある。そして，企業が求める労働者

の 「働 き方」の変化なのである。 これは，すなわ

ち，労働者 と企業 との関係が大 きく変容 している

ことを意味していよう。評価の仕方について，技

術的あるいは部分的な修正 はこれまでにもあった

が，今 日の 「評価のあり方」の変化 は，従来のも

のとは異なり，労使関係の変化の一環をなすもの

で，労使関係 自体が変化 しているのである。そこ

で，本章では，「評価のあり方」について，企業 と

労働者の関係である 「労使関係論」の視点から検

討することとする。

 まず， これまでの評価のあり方の特徴にっいて

整理 し，次に今 日の変化について考察する。そし

て，何故，評価のあり方が現在変化 しっつあるの

か，またそれにより現在 どのような状況が生み出

されているのかにっいて検討を行 うこととしよ

う。

1.日 本的労使関係と評価

 「評価」は，賃金，昇進等の処遇，及び教育のあ

り方を決定する基準であり，企業が労働者に求あ

ている能力や技術， さらには労働者が働 く上で目

指すべき目標，方向性を提示 しているものであ
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る。 したが って，それは，企業における労働者の

「働き方」が示されていることになる。すなわち，

「評価」のあり方を決定する基底には，企業と労働

者 との関係があると言えよう。これまでの日本企

業における 「評価」 のあり方は， 「日本的労使関

係」が基底に存在 していた。そこで，「評価」につ

いての特徴を検討する前に，まず，「日本的労使関

係」とは，どのような性格の ものであるのか，簡

単にまとあてお く。

 (1) 日本的労使関係

 一般に，日本的労使関係が定着 していた時代に

おいては，企業は，永続的に存続 ・発展するもの，

また，するべきものであって，「永遠の存在」とし

て，その社会において一定の役割や責任を担 った

社会的存在であると考えられていた。企業の発展

が，労働者の生活の安定 ・向上に，また労働者の

努力は企業の発展につながるという関係であると

の認識の下，労働者は自己の人生を企業に託 し，

企業のために懸命に働 くことが，有るべき姿であ

ると思われてきた。そこには，企業と労働者の一

体性があり，いわば運命共同体的関係が存在 して

いた。このような企業と労働者との関係が，日本

的労使関係である(2>。

 そして，また，日本的経営の特徴としてあげら

れる 「終身雇用」，「年功序列」，「企業内組合」は，

すべて労使関係に関わるものであり，前述の日本

的労使関係の特徴を示 した慣行および制度であっ

た。終身雇用にっいては，一時的なもの，あるい

は一部 に限定 されたものであるとの見解 もある

が(3)，終身雇用制の慣行の存在を前提 として，企

業では様々な仕組み，例えば，採用，賃金，退職

等々の制度が成立 しており，他方，労働者 も同 じ

くそれを前提 に人生設計を行 うことが一般的で

あった。企業，労働者 ともに，終身雇用が判断 ・

行動の基準になっていたことか ら，重要な特徴で

あると考えられよう。そして，終身雇用とは，企

業と労働者が運命を共有することであり，まさに

企業と労働者の一イ本性が最 も端的に現れている特

徴的制度 ・慣行であると言えよう。また，終身雇

用という長期的な雇用において，企業内技能形成

や社会秩序の安定を図るとき，「年功」という機軸

は，公明かつ人々に受け入れられやすい1っ の基

準になり得る。企業内組合，すなわち企業ごとの

組合は，企業と労働者が同 じベク トルを持ち，運

命を共にしているときには，両者の詳細な事情を

了解することができるたあ，最も合理的な組織と

言えよう。

 では，「企業と労働者の一体性」が特徴である日

本的労使関係を基底 とした 「評価」のあり方とは，

どのような性格のものであろうか。次に，「評価」

の性格を検討することとしよう。

 (2)日 本企業における従来までの 「評価」

 評価については，直接 「評価」そのものにっい

ての研究分析の他，評価結果としての昇進や賃金

に関する研究 も含あれば多数あるが，ここでは，

従来までの日本的労使関係の下での評価のあり方

の特徴が顕著に現れているものについて，いくつ

か取 り上げ，整理 してお くことにする。

 日本企業の評価の特徴について，まず指摘でき

ることは， 日本企業ではブルーカラーにっいて

も，労働組合員についても査定が行われているこ

とで ある。米 国企業 との比 較 において，遠 藤

(2000)は ， 「米国では，労働組合員に適用 される

制度が存在 しないことが多いばかりでなく，制度

が存在 しても実質的に適用 されない，すなわち，

労働組合員 は査定 されないことが多い」(4)と日本

企業 との違いを述べている。そして， 日本企業に

おける評価による格差にっいて，藤村(1989)は ，

「成績査定の結果 は，賃金の上昇額に反映され…

その差はどのくらいであろうか。 …1年 で数%の

差 も，10年 後，15年 後には大 きな差になってい

く」(5)と述べている。評価による格差は，短期的に

は小さな差に過ぎないが，長期的には相当の格差

にっながるということである。橘木(1992)も ，格

差にっいて 「短期的な昇給やボーナスよりも，長

期的な昇進昇格のスピードの違いか らくる生涯所

得の個人間の相違」(6)の重要性を指摘 している。

 長期的には大きな格差にっながる評価が，なぜ

日本では，労働組合員に至 るまで全社員に対 して

行われてきたのであろうか。また，労働者は，な

ぜそのような制度を受 け入れてきたのであろう

か。この点にっいては，石田(1991)の 英国企業 と



の比較研究において述べ られている，日本人のも

っ 「公平観」から，考えることが出来ると思われ

る。石田(1991)は ，「日本の勤労者の公平観は二

っの内容を持っていたと考えられる。(ア)勤 続年

数もしくは年齢の差違に基づ く処遇の格差を是と

する物の考え方。(イ)一 種の 「能力』差による処

遇の格差を是とする物の考え方」(7)と述べている。

そして，日本企業が全社員に評価を行うことにつ

いて，「組合員の中に不明瞭不定形ではあるが 「能

力」差を処遇に反映 し張り合いのある賃金を望む

気持ちがやはり日本の労働組合運動に重 く制約と

して課せ られていた」(8>と述べている。すなわち，

大きな格差を生む厳 しい評価が，処遇の格差を是

とする日本人の 「公平観」には合っており，その

たあ，組合員も含む全従業員に受け入れられてき

たと考え られよう。

 そ して，このような評価のあり方が，労働者に

インセンティブを与えてきたことも指摘されてい

るところである。橘木(1992)は ，「査定によって

労働者を選別 し，それによって賃金，とくに昇

進 ・昇格に差をっけたことが向上に役立ってきた

のではないかといえる」(9>と述べている。 しかも，

その選別の方法 にっいて，「あまり若いときか ら

選別せずに， じっくり査定と評価を繰り返 し，勤

続年数による評価を同等に行ってから選別 してい

るのである」(10>とあり，短期的には評価を処遇に

反映させず，長期間にわたり評価を行った結果，

選別が実施されていることがわかる。さらに，そ

の選別について，花田(1987)は ，「日本企業各社

は実は古 くか ら厳 しい競争原理を採用 してお り，

…年功が昇進の必要十分条件であるという考えは

誤 った ものであることを示唆 している」(ll)とあ

り，年功による格差以上に厳 しい競争原理が働い

ていることが指摘されている。そして，「選抜に勝

ち残るためには失敗を起こさないという保守的な

基準ではな く，どのような実績を上げたかという

積極的な基準が採用され，その意味からも敗者復

活の道はあるものの厳 しい競争原理が適応されて

いる」(12)と，その厳 しさが述べられている。

 日本企業では，全社員が長期にわたり業績評価

を受け，それにより生 じる格差は，短期的にはそ

れほど顕在化 しないが，長期的には生涯所得等に
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おいて大 きく広がる。そして， このような厳 しい

評価のあり方が， 日本企業で普及 し，労働者に受

け入れられてきた背景には， 日本人の 「公平観」

と関連深く，努力し成果を出した者には，それ相

応の対価が長期的にはあるべきであるとの認識に

よると考えることができた。

 それでは，次に，先に述べた日本的労使関係 と

の関連にっいて言及することとしよう。

 (3)日 本的労使関係と評価の特徴

 日本企業の労働者に対するこれまでの評価は，

「長期的」 には格差が大 きく開 く， 厳 しいもので

あ った。一般 に，部署や事業所，支店などの グ

ループごとの成績 ・業績の結果 は即顕在化す る

が，労働者個々人については対照的であった。そ

して，このような厳しい 「評価」が，労働組合 も

含めた従業員全体から支持され得るのは，雇用の

安定が前提に存在するからであると考えられる。

米国のように労働力の流動化が進み雇用が不安定

な状況では，評価が行われることにより解雇等が

生 じないよう，労働組合員は団結 し，雇用維持の

たあに 「評価」を認めないことが考えられる。基

本的な生活の安定，雇用の確保がなされた上にお

いては，厳 しい評価によって努力が報われ，大 き

な格差がもたらされることが 「公平性」を保っこ

とになろう。 しかも，評価が長期間行われること

は，客観性を高め，労働者にとって 「格差」が一一

層受け入れられやすいものになると思われる。

 また，評価が短期的には顕在化されないまま，

長期間にわたって実施され，時間を経てから評価

結果が現れるという特徴も，いわゆる終身雇用が

背景となった雇用関係があるからに他ならない。

終身雇用慣行とは，労働者 と企業 との安定 した関

係が長期的に存在し，労働者は，今の努力が将来

報われると思 って働 くことが出来るシステムであ

る。したがって，長期的な評価がありえるのであ

る。企業の繁栄の為に一生懸命働けば，ひいては

自分の雇用そして生活の安定にっながるたあ，労

働者 は努力し，企業も自己の発展のたあにそのよ

うな従業員の雇用を守 ってきた。企業 と労働者 と

の…体性が存在 してお り，すなわち，そ こには

「日本的労使関係」が基底にあったのである。そし
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て，長期にわたって評価が実施 されるということ

は，労働者個々人に対 し多面的に，そして全人間

的に評価がなされてきたということで もあった。

さらには，労働者の長期的な成長の過程や，その

結果にっいても評価が可能であり， したが って，

そこには 「教育的」意味をも持っことになる。

 このように，日本的労使関係が基底に存在 して

いたか らこそ，これまで述べたような特徴を持っ

厳 しい 「評価」が日本企業で有効に機能 し，社会

的にも受け入れ られてきたのである。

 この 「評価」が，昨今，変化 しっっある。何故，

変化 しなければな らないのであろうか。経済環境

の変化や労働者の意識の変化が，その原因として

指摘 されることはあるが，具体的にどのような関

連を持 っているのであろうか。また，労働者の働

き方を規定する重要な基準である 「評価」が変化

しているということは，いかなる影響をもたらし

ているのであろうか。 これらにっいて検討するこ

ととしよう。

その評価結果が速やかに 「顕在化」するシステム

であることは共通 していると思われる。 このこと

は，「外部労働市場」における評価のあり方に近い

性格を有 したものとなっていることを示 していよ

う。

 前述のように，「評価」は労働者の企業における

「働 き方」の基準を示 しており，その基底には労使

関係が存在 していた。 したが って， 「評価のあり

方」の変化 は，「働き方」の基準の変化であり，す

なわち 「労使関係」そのものの変容を意味 してい

る。現在，労使関係にまっわる様々な雇用状況が

変化 し，それは社会的にも大 きな影響を与えてい

る。そこで，特に，その変化や影響が顕著である

(1)雇用の不安定化，(2)就業意識の変化，(3)就業

形態の多様化，(4)企 業経営の変化 という四っの

現象を取 り上げ，それを通 して，従来までの 「日

本的労使関係」が如何に変化 しているのかにっい

て検討 し，それと共に変容 しつっある評価の実態

について考察することとする。

2.「 評価」の変化と労使関係

 近年，日本企業で，評価制度の改革が多々進あ

られており，そこに 「評価のあり方」の質的変容

が見られる。そ して，それによって，評価の結果

が反映される賃金や昇進等のあり方 も，当然変化

してきている。 これまでは，既に述べたように長

期的視点から評価 され，短期間でその結果が賃金

や処遇等に顕在化することは少なかった。 これに

対 し，現在進行 しつつある 「新たな評価のあり方」

の特徴を一言で述べれば，1年 あるいは2年 など

の短い期間で，どれだけの業績 ・成果を挙げたか

が評価され，それが賃金や昇進等の処遇に直接反

映され，顕在化されるものである。いわゆる 「成

果主義」である。成果の結果が反映される対象が

賞与なのか所定内給与なのか，また，どの程度の

割合が反映されるのか，さらに評価対象者や評価

を行なう人，評価期間や計測の仕方等々について

は，企業により異なっており， しかも試行錯誤の

段階にある企業 も多く，未だ安定 した制度が確立

しているとはいい難い。 しかしながら，新たな評

価制度の特徴が，「短期的」であること，そ して，

 (1)雇 用の不安定化

 昨今の労使関係の変容を顕著に現 している現象

の一っが，失業である。

 これまで，日本の失業率 は，世界的に見ても非

常 に低い水準を維持 してきており，景気変動の影

響が，米国等に見られるようにストレートに失業

に跳ね返 ってくることは少なく，安定 した雇用が

維持 されていた。 しかし，近年，戦後統計を取 り

始めて以来，最悪の高失業率の状況であり， しか

も悪化傾向が続いていて，先行 きの見通 しも暗い

ものである。失業率2%か ら3%に1ポ イント上

昇するのに19年 かか ったが，1995年 に3%台

にのった後は，わずか3年 後の1998年 に4%台

に，さらに3年 後の2001年 には5%と ，その悪

化の進行は極あて急速である。現在の失業の状況

が，これまでにな く高い水準であるのみな らず，

そのような状態にわずかな期間で至っており，深

刻な様相を呈 している。

 失業の原因について見てみると，2001年 の失

業率5.0%の うち，構造的 ・摩擦的失業が3.9%，

需要不足失業が1.1%と なっている。構造的 ・摩

擦的失業が，全体の約5分 の4を 占あてお り，昨



今その率は上昇 していると推計されている(13)。す

なわち，現在の失業 は，仕事 と労働者 との ミス

マッチによるところが非常に大きく，職種，地域，

年齢，技能 ・技術など様々な要因があるが，一方

では人余 りの状況，他方では人手不足の状況とが

同時に発生 しているということである。企業の雇

用人員判断D.1は 悪化 し，雇用過剰感は高まって

いるものの(14)，日本経済の復活の活力として期待

されているIT産 業 においても，人手不足の状況

にあり，採用予定人数を全部採用できた企業は，

わずか45%に すぎないのである(15)。

 このような失業の改善には，労働力の産業間 ・

職種間等の移動が不可欠であり，2006年 までに

1900万 人の労働者の転職が必要であるとの推計

もなされている(16>。そ して，エ ンプロイアビリ

ティの必要性が，ここ数年急に主張されるように

なった。エンプロイアビリティとは，雇用され得

る能力であるが，今働いている企業で雇用され得

る能力ということ以外にも，「外部労働市場を通

じて新たな機会をみっける」(17)ことを意味 してお

り，前述のような労働力の ミスマッチが著 しい今

日の状況の下では，外部労働市場を通 じて企業に

雇用され得るという後者の意味合いが強 く打ち出

されている。これは，労使関係の大きな変容であ

り，評価のあり方に著 しく影響を与えるものであ

ろう。

 従来までのように，終身雇用が前提となって雇

用が安定 している状態においては，勤務 している

企業の 「評価」によって示される基準，目標に基

づいて働いていることが，自分の生活，家族の生

活の安定にっながった。 しか し，倒産， リストラ

が続出 し，労働者 と企業とが一一体性を持ち得ない

環境においては，雇用の確保のためには，現在勤

あている企業以外の他の企業にも雇用 され得 る能

力が求あられ，外部労働市場による評価が重要な

意味を持 ってくることとなろう。企業 も余剰人員

削減のため，外部労働市場への労働者の流出を望

むところも少なくない。外部労働市場により高 く

評価 されることが，雇用機会を確保することにっ

ながるのである。

 外部労働市場における評価 とは， どのような価

値評価であろうか。 これは，まさに，市場 メカニ
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ズムの評価 による市場価値によるところが大 き

い。市場価値とは，現時点における労働力の商品

としての需給バランスに基づ く価値であり，一時

点において評価された価値である。 この評価価値

が，雇用確保のたあの重要な条件であることが多

くなってきたことは，企業内で長期的に行い，短

期的にはその結果が顕在化されないという従来ま

での評価とは，著 しく性格を異 にする評価のあり

方が重視されてきていると言えよう。

 また，企業内における評価も，雇用が不安定な

時には，「短期的」に賃金や昇進等に反映されるこ

とが望まれる。いっ，今の会社が倒産するか，あ

るいは自分が何らかの理由により辞めることにな

るかわからない場合，評価が長期にわたって行わ

れ，その結果が，相当の時間を経て顕在化 し処遇

に反映されるようでは意味を持たない。

 現在の失業は， ミスマッチによる構造的な原因

によるところが大きく，外部労働市場を通 した労

働力の移動がその重要な解決策の一つであり，そ

れは労働者 にとっては外部労働市場の価値が雇用

確保の条件になってきていることでもあった。す

なわち，昨今，市場 メカニズムに基づ く価値評価

に代表されるように，「短期的」に評価結果が顕在

化する評価が重視 され る主要な要因の一っ とし

て，現在の失業状況があると思われる。今日の失

業の性格，すなわちその背景にある労使関係の質

的変化によって，昨今の評価のあり方の変化の特

徴が，大きく規定されているのである。

 (2)就 業意識の変化

 評価 とは，企業における労働者の 目標や方向

性，すなわち 「働 き方」を企業が示 した もので

あった。安定 した労使関係が動揺 している今 日，

企業が実施する「評価」それ自体に対する信用は，

著 しく低下せざるを得な くな っている。企業の

「評価」が意味を持っことができるのは，企業 と労

働者 との現在の関係が今後 とも維持 されること，

っまり現在の労使関係が安定的に維持存続 してい

ることが前提であり，企業の倒産や，労働者が企

業を辞めることによって，今の労使関係がいつ崩

壊するかわからない状況においては，それに対す

る信頼性 はあり得ない。 しかも，長期間かかって
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ようや く処遇に反映されるような評価制度では，

ますます労働者の信用 はな くなる。

 失業率5%と いうことは，20人 に1人 が失業

者であり，潜在的失業者を入れると10%を 超え

ているといわれてお り，10人 に1人 以上が失業

状態にあると考えられる。 これまで安全であると

思われてきた伝統ある大企業でも倒産 し， しか も

多 くの大企業は次々と相当数のリス トラ人数を公

表 している。 日本経済の回復の見通 しが，この先

も未だ不透明な状況においては，現在就業 してい

る人で も，いっ自分が失業者になるかわか らない

という雇用不安に駆 られるのは当然であろう。企

業に対する信用が低下すれば，企業の求める 「働

き方」を示 している 「評価」に対 しても信用はな

くなり，労働者は，現在 もらえるもの，例えば現

在の業績 ・成果に対する対価 としての賃金等は，

今のうちに得ておきたいと思 うであろう。成果主

義的な処遇が，若年層を中心6`支 持される理由の
一一・っは， ここにある。

 そして，企業の内部労働市場における評価に対

する信頼が失われ，労働者は外部労働市場におけ

る市場価値によって，自分の働 く方向性，目標と

なる基準を求あようとする傾向が強 くなってきて

いる。

 これは，転職希望者の急増か らも明 らかであ

る。1990年 代 か ら10年 余 りだ けを見 て も，

2.5%以 上 も伸 び，2001年 に は就業者 の うち

10.3%を 占め，10人 に1人 が転職を希望 してい

る(18)。また，首都圏，関西圏の民間企業に勤めて

いる20～50歳 代について見てみると(19)，「今の

勤務先を変わりたいと思 っている」人が30.2%

と3割 を占あている。年代別では，若年層ほど高

く，30歳 代で34.9%，20歳 代では41.5%に も及

ぶ。そして，転職を希望する理由は，まず第1位

に 「会社の将来に不安を感 じたから」(34.6%)が

挙 げ られてお り，第2位 が 「賃金が低 いか ら」

(20.0%)， 第3位 が 「時間的 ・肉体的負担が大 き

いから」(16.6%)と なっている。ここにおいて も，

会社に対する信用の低下は顕著に現れており， も

はや労使関係の動揺はかなり大きいものと思われ

る。転職を考えていれば，当然，外部労働市場の

評価が重要であり，その時々の評価が求あられる

ことになろう。そして，事実すでに転職者の割合

は増加傾向にある(20)。

 このように日本的労使関係の動揺により，評価

は企業によるものよりも，外部労働市場による市

場メカニズムに基づ く評価が重視されるようにな

り，評価結果は 「短期的」に顕在化することが求

と)られるのである。

 (3)就 業 形 態 の多 様 化

 就 業 の あ り方 も， 大 き く変 化 を 遂 げつ つ あ る。

近 年 ， 正 規 従 業 員 の 減 少 に 対 し， 非 正 規 従 業 員 の

増 加 が 進 行 し， さ らに そ の 役 割 ・機 能 も変 わ りつ

つ あ る。

 若 年 層 の， い わ ゆ る フ リー ター の増 加 は， 就 業

形 態 の変 化 が顕 著 に現 れ た一 例 で あ ろ う。 フ リー

ター に な った理 由 を 見 る と， 「正 社 員 を 望 ま な い」

(41.2%)と い う回 答 が 最 も多 く， 「正 社 員 と して

の就 職 が 困 難 」(22.1%)と い う回 答 よ り も多 か っ

た(21)。仕 方 な くフ リー タ ー に な っ た と い う よ り

も， 自 ら正 社 員 と い う働 き方 を忌 避 した人 が 少 な

くなか っ た こ と を示 して い る。 したが って ， この

変 化 は， 決 して 一 時 的 な景 気 変 動 な どの 影響 に よ

る もの ば か りで は な く， 労使 関 係 にお け る大 きな

変 化 の一 現 象 で あ る。

 次 に， フ リー タ ーを も含 め た パ ー トタイ マ ーに

つ い て近 年 の状 況 を見 て み る と， そ の割 合 は前 年

比25.8%増 を 示 して お り(2001年)， 就 業 者 全

体 が減 少 して い る に もか か わ らず， そ の増 加 は著

しい。 有 効 求 人 倍 率 も，2001年0.59倍 で あ った

が ， パ ー トタ イ マ ー に 関 して は1.41倍 に も上 っ

て い る。 企 業 が パ ー トタ イ マ ー を採 用 す る理 由 と

して は， 人 件 費 の 抑 制 が 最 大 の 理 由 と な っ て お

り， 厳 しい経 済 環 境 にお いて ， 企 業 の ニ ー ズ は今

後 と も高 ま る こ とが 推 測 され る。

 す で に， サ ー ビス 産 業 を 中 心 に， パ ー トタ イ

マ ー比 率 が非 常 に高 い業 種 もあ る。 フ ァ ミ リー レ

ス トラ ンで は85.4%， コ ン ビニ エ ンス ス トア で は

80.2%， 総 合 ス ーパ ー マ ー ケ ッ トで は68.9%を

パ ー トタ イ マ ーが 占 め， 不 可 欠 な存 在 に な って い

る。 しか も， 正 社 員 と同 じ仕 事 を行 い， 中 に は実

績 に応 じて 役 職 にっ く者 も出て きて い る(22)。従 来

まで は・ 正 社 員 が 中 核 的 業 務 に従 事 し， 非 正 規 従



業員は補助的業務を行 う。そ して，企業の人員調

整が必要なとき，非正規従業員がその対象 にな

り，正規従業員の雇用が極力守 られるのが，社会

的な通念であった。昨今では，正規従業員が減少

しているのに対 し，非正規従業員 は増加 してお

り， しかも中核的な業務まで行 うことが珍 しくな

くなってお り，正規従業員 と非正規従業員 の役

割 ・機能は明 らかに変質 してきている。 これまで

正社員でないと行うことが出来なかった業務を，

IT技 術等の技術革新によって非正規従業員でも

行うことができるようになったことが，代替を可

能にしている一要因でもある。そのたあ，このよ

うな動向は，さらに推進されるものと思われる。

 前述のような労使関係の変化は，「評価」にどの

ような影響を もたらすのであろうか。非正規従業

員は，有期の雇用契約であるたあ，短期的雇用関

係が基本であり， しか も，外部労働市場によって

評価された労働力で もある。外部労働市場の需給

バ ランスの影響を直接受け，能力 ・技術等の市場

評価 によって雇用 されている。正規従業員の雇

用，特に，日本企業の採用の主軸である新規学卒

の採用基準とは大きく異なっている。新卒の新入

社員は，ほとんど，採用決定時には職務は決まっ

ておらず，その時の能力 ・技術による即戦力を企

業は期待 していない。そ して，先に述べたように，

正規従業員は，企業内の 「評価」を 「働き方」の

基準 として働いてきており，それに基づいて能力

開発 も行なって きた労働者である。

 ところで，昨今，正規従業員よりも非正規従業

員の方が雇用機会を獲得 しやすい状況にあり， し

かも仕事 ・役割においても代替が見 られるという

ことは，企業内での評価に基づ き働いていた労働

者(正 規従業員)の 仕事が，外部労働市場に基づ

く評価による労働者(非 正規従業員)に よって奪

われているということである。そして，外部労働

市場による評価の方が，企業内の評価よりも，雇

用機会確保に繋がり易 くなりつっあることを示 し

ているとも言えよう。 このことは，企業内の評価

の価値は低下 し，外部労働市場における評価が大

きな意味を持 ってきており，市場メカニズムに基

づく，それぞれの時点における価値評価を追い求

める状況が発生 していると考えられる。
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 (4)企 業経営の変化

 1999年 に経済同友会が発表 した 「企業 白書」

では，今後の経営者のあるべ き姿が打ち出されて

いる。それは， これまでの労使関係のあり方を大

きく動揺させるものであった。

 これまで，企業経営において，売上高，経常利

益，営業利益，マーケットシェアが重視されてき

たが，今後 はROE(株 主資本利益率)， キ ャッ

シュフロー，ROA(総 資産利益率)， EVA(経 済

的付加価値)な どのウェイ トが高 くなり，株価が

重視 されるようになると指摘 されている。 ここで

は，従来までの従業員すなわち労働者重視の姿勢

が薄れ，株主の利益が優先された，短期的な成果

が追求されており，株主重視の経営方針への転換

であると言えよう(23)。

 森(1995)は ，「現代の資本主義的私企業の終局

的目的は長期に見た利潤の増大(そ れによって企

業は維持 ・発展す る)に あることは否定できな

い」(24)と述べており， 企業経営の基盤となる考え

方を指摘 している。そ して，この 「長期に見た利

潤」追求を企業経営の基盤に置いた上に，人事 ・

労務に関する制度が存在 していることを述べてい

る。 しか し，今日の企業経営の目標とするところ

は，森が指摘 している経営のあり方の最 も基盤と

なる考え方が，動揺 していることを示 している。

このような経営方針の転換は，労使関係に著 しい

変化をもたらす ものと考え られる。

 経済同友会は，企業と個人の新たな関係につい

て，「企業と個人は対等な ビジネスパー トナーと

して創造的な協 力関係 を築 いてい くことにな

る」(25)と主張 している。 そのビジネスパー トナー

とは，「仕事と事業を軸にして，企業と個人が(企

業内外の)市 場を通 じた相互選択によって結ばれ

る」(26)ものである。そ して，企業がその労働者に

期待することと，労働者が何を引 き受けるかとい

う内容に基づ く関係であり，「個別契約化」(27)と

呼んでいる。

 日経連 も，今後の雇用の動 きとして，長期的な

雇用である 「長期蓄積能力活用型グループ」，必ず

しも長期雇用を前提 としない 「高度専門能力活用

型 グループ」，短期的な契約になる柔軟な雇用が

中心 となる「雇用柔軟型グループ」を挙げている。
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そ して，産業 ・企業により， どのような雇用の組

み合わせが，効率的でチャレンジングな仕事を行

うことができるかを考えるべきであるとの視点か

ら，「雇用のポー トフォリオ」の必要性を主張 して

いる(28)。

 経済同友会 も，「人材の適時適所適材を実現す

るたあに，企業内外の多様な労働市場を積極的に

活用 した調達 ・配置に取 り組む必要」(29)があるこ

とを述べている。「人材調達にっいては，企業は真

に優秀な人材を獲得する視点か ら，人物本位の通

年採用を軸とした雇用戦略をとるべきで，…ホワ

イ トカラーの専門性や即戦力を重視 した中途採用

の一層の活用が課題」(30)であると述べ， 外部労働

市場の活性化を図り，仕事 と人材 との有効なマッ

チングを促 している。さらに，「企業は，自社の職

務別 ・職種別賃金など積極的に公開することによ

り，外部労働市場の育成 ・拡充に寄与する必要 も

ある。それが個人 の市場価値 を測 る目安 とな

る」(31)とあり，労働者 は， 自分の会社での評価以

外に外部労働市場で自らの価値を測ることが記さ

れている。

 ここにおいては，企業 と労働者 は，市場 メカニ

ズムに基づく関係を築いており，すなわち，労使

関係は，需給バランスに基づいて評価 される市場

価値による 「一時的結合」 という性格が強い関係

となろう。 これまで前提 となってきた，長期的な

っなが り，ましてや運命を共にするというような

企業と労働者との一体 性は喪失することになる。

そして，労使関係の性格上，「評価」も市場原理に

基づき，短期的な成果を即反映する ものとなろ

う。 したがって，企業が目指す経営のあり方によ

り，そこにおける労使関係の姿が見出され，おの

ずと労働者の働 き方を規定する 「評価」のあり方

が決まってくるものと思われる。

 現在の労使関係の変容について，(1)雇 用の不

安定化，(2)就 業意識の変化，(3)就 業形態の多様

化，(4)企 業経営の変化 という四っの事象を通 し

て考察 したところ，現在の 「評価」の特徴 は，お

のずと市場 メカニズムの影響を強 く受け，「短期

的に評価結果が顕在化する」 という傾向が強いも

のになってくるのである。

3.問 題の所在 と今後の課題

    まとめにかえて一一一

 昨今 の新 たに広がりつっある労使関係の特徴

は，市場原理の影響を受けた短期的性格の強いも

のであった。そして，現在の就業構造，失業構造，

企業経営のあり方，さらにそれ らに大きな影響を

受けている労働者の就業意識によって，必然的に

生 じているものであった。 したがって，そこにお

ける 「評価」のあり方 も，市場 メカニズムによっ

て決定 される価値評価に代表されるように，短期

的に評価が行われ，その結果が直ちに賃金等の処

遇に反映され顕在化するという性格であった。

 しかし，実際には，まだ新たな評価制度は試行

錯誤の段階にあり，問題 も多々発生 している。例

えば，他の企業に先駆 けて1993年 に成果主義賃

金制度を導入 した 「富士通」が，2001年 春にその

見直 しを迫 られたことか らも理解できよう。その

理由として，①社員が失敗を恐れるあまり長期間

にわたる高い目標に挑戦 しな くなったため， ヒッ

ト商品が生 まれなくなった。②納入した商品のア

フターサービスなどの地味な通常業務がおろそか

になり， トラブルが頻発 して顧客に逃げられる。

③自分の目標達成で手いっぱいになり，問題が起

きても他人に押 しっけようとする。④業績のいい

都市部の事業所や大型プロジェク トに所属 してい

る方が有利で，個人の努力や働きぶ りは実際には

考慮されず，不公平という声 も出ている，ことが

あげられていた(32)。評価の公平性や，短期的な業

績に追われることへの問題点が浮き彫りになって

いるQ

 また，今後大 きな問題になると思われる重要な

点の一つは，「人材育成」の問題である。「企業は

人なり」 といわれるように，人材は企業経営の要

であるが，その育成には時間を要する。これまで

日本企業では，およそ10年 間を人材育成期間と

考え，OJTを 中心に教育に力を入れているところ

も少なくなく，賃金 ・昇進等の格差が顕在化する

のにも，第1節 で述べたように，かなりの時間を

かけていた。それが，新 しい評価制度の下，短期

的な成果が求あられるようになると， これまでの

長期的な人材育成のシステムは充分機能 しなくな



る。現在の自己業績の明確化が常に追及 されるこ

とにより，一搬 業務に支障が出るのみならず，長

期的には，人材の育成 という，重要な企業経営の

基盤に関わる課題にも大きな問題が発生すること

が考え られる。

 さらに，業績の評価期間が短いということだけ

でな く，それが，市場原理に基づいたものになり

っっあることにも，注意すべきである。市場メカ

ニズムとは，現在の需要と供給により価値が決定

されるものであるか ら，需給バランスの変動によ

り瞬時にその価値は変化するということである。

市場メカニズムの影響を直接受 ける派遣社員の時

間給が，その需給によって短期間の間に変動 して

いることか らも明 らかである。このような特徴を

持つ価値決定とは，あ くまで現在という時点にお

ける価値を現 しているのであって，将来の価値は

示 していない。そして，現在の価値のみに基づき，

将来像を考えても，需給バランスの変動によって

簡単にその価値は変化 して しまう。特に，能力開

発や新技術の取得が必要な場合には，需給バラン

スが均衡点に至るまでに，他の条件が一定であっ

ても蜘蛛の巣理論にあるようにタイムラグが生 じ

る。 しかも，現実にはその間に様々な条件が変動

し得ることを考えれば，将来のことは非常に不確

定であり，労働者にとって不安定であろう。

 労働者各自が，外部労働市場を通 じて，現在の

自己の価値を認識することは，自己を知 り，将来

を考えてい く上で有効なことではある。 しか し，

その価値判断のみを妄信することは，大きな危険

性を孕んでおり，市場原理の特性を充分に認識 し

てお く必要があろう。人材育成 とは，「将来の価値

形成」を意味 している。そ して，現在の市場では，

将来の価値を明確に測ることは難 しい。新商品の

開発も，潜在的な需要の上，すなわち現在の市場

では 「無」の上に，「価値」を創出するか らこそ，

新商品となり得るのである。

 現在，混沌としている経済環：境において，新産

業の創出，そ してそこにおける雇用機会の創出が

強 く望まれている。新事業を開発することができ

るのは，人材以外にはいない。 しかし，前述のよ

うに，雇用創出，そ して経済の再起が期待 されて

いるIT産 業でさえ，必要な人材が必ず しも十分
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には採用できておらず，有能な人材が不足 してい

る。現在の日本社会において，人材育成は急務に

なっているのである。

 「評価」とは，労働者の働 く方向性や基準を示す

ものであった。したがって，「評価」が如何なるも

のであるかは，労働者の現在のみならず将来の働

き方，生活のあり方に多大な影響をもたらす。企

業経営には，激変する経済環境に即対応する短期

的視点が重要であることは言 うまでもないが，企

業の維持 ・発展には長期的な経営戦略 ・経営方針

を生み出す長期的視点 も不可欠である。企業及び

労働者を取 り巻 く現在の環境状況が，市場原理等

の 「短期的」に 「顕在化」する評価を要請 してく

る中， これからの社会を担 う人材育成 という 「将

来の価値形成」をも視野に入れた 「長期的」な視

点を取 り入れ，「長期」と 「短期」の両者の特徴を

いかに統合 していくかが，焦眉の課題 となってい

る。
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